
船舶事故調査報告書 

令和元年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年６月２２日 １９時４４分ごろ 

発生場所 備讃瀬戸東航路 

 小槌
こ づ ち

島灯台から真方位２８７°１.１海里付近 

 （概位 北緯３４°２４.１′ 東経１３３°５４.１′） 

事故の概要  貨物船 S S
エスエス

 LUNA
ル ナ

は、西南西進中、また、漁船日
ひ

の出
で

丸は、えい
．．

網

しながら西南西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年７月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 SS LUNA（大韓民国籍）、１,９２０トン 

   ９４５０９５９（ＩＭＯ番号）、SEAN SHIPPING.CO.,LTD 

Ｂ 漁船 日の出丸、４.９トン 

   ＫＡ３－１６１４３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、二級航海士免状（大韓民国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 球状船首及び左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船側部外板に擦過傷、オーニング用支柱に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日没時刻：１９時２０分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか９人（大韓民国籍１人、インドネシア共和国籍

４人、ミャンマー連邦共和国籍４人）が乗り組み、船長Ａが甲板手と

共に船橋当直に当たり、法定灯火を表示して備讃瀬戸東航路を約１

０.４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西南西進中、船

長Ａが、海図台で船位を確認しながら航行した後、船首方至近にＢ船

を認め、右舵一杯を取ったが、Ｂ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示して備讃瀬戸東

航路を約１knの速力でえい
．．

網しながら西南西進していた。 

船長Ｂは、船尾方約５００ｍにＡ船を視認した際、マスト灯２個が

垂直に並んでいるのを認めたので、Ａ船がＢ船に向かってきているこ

とを知り、Ａ船が速力の遅い操業中のＢ船を避けながら追い越してく

れると思い、Ａ船の動向を見ながら同じ針路及び速力でえい
．．

網を続け

た。 

Ｂ船は、Ａ船が船尾方約１００ｍとなったとき、船長Ｂが衝突の危

険を感じて右舵を取ったが、Ａ船と衝突した。 



船長Ｂは、避航を促すことができるよう、有効な音響による信号を

行うことができる手段を講じていればよかったと本事故後に思った。 

分析 Ａ船は、西南西進中、船長Ａが、海図台で船位を確認しながら航行

を続けたことから、Ｂ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

Ｂ船は、えい
．．

網しながら西南西進中、船長Ｂが、接近するＡ船を視

認したものの、Ａ船が速力の遅い操業中のＢ船を避けながら追い越し

てくれると思い、Ａ船が船尾方約１００ｍとなるまで同じ針路及び速

力でえい
．．

網を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船が共に西南西進中、船長Ａが、海図

台で船位を確認しながら航行を続け、また、船長Ｂが、接近するＡ船

を視認したものの、Ａ船が速力の遅い操業中のＢ船を避けながら追い

越してくれると思い、Ａ船が船尾方約１００ｍとなるまで同じ針路及

び速力でえい
．．

網を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・備讃瀬戸のような多数の漁船が操業している航路を航行中は、漁

船の動きを注視するなど、常時、周囲の適切な見張りを行うこ

と。 

・漁労に従事している船舶は、接近する他船に避航を促す必要があ

る場合に備え、有効な音響による信号を行うことができる手段を

講じておくとともに、避航の様子を見せずに接近する他船に対

し、有効な音響による信号を行い、その後も同船に避航の様子が

ない場合には、同船との衝突を避けるための措置を採ること。 

 


